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道 志 村 民 憲 章
私たちの七里は、緑と清流と歴史の郷です。

この地に生きることに誇りをもち、平和な村
を築くため、ここに憲章を定めます。
私たちは
一、自然を愛し平和な村をつくります。
一、生産に励み豊かな村をつくります。
一、伝統を重んじ、教養を高め、文化の村

をつくります。
一、人情といたわりの心を養い、福祉の村

をつくります。
一、明るく健康で、活力ある村をつくります。



11
月
４
日
都
留
市
消
防
署
２
階
会
議
室
に
お
い
て
、『
道
坂
ト
ン
ネ
ル
建
設
期
成
同

盟
会
』
設
立
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
早
期
実
現
に
向
け
て
、
国
･県
な
ど
の

関
係
機
関
に
要
望
・
陳
情
等
の
活
動
を
お
こ
な
い
ま
す
。

主
要
地
方
道
都
留
道
志
線
は
、
国
道
１
３
９
号
及
び
中
央
自
動
車
道
都
留
イ
ン
タ
ー

と
国
道
４
１
３
号
を
結
ぶ
基
幹
道
路
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
都
留
市
、
道
志
村
両
市
村
の

交
流
と
地
域
の
産
業
、
経
済
、
文
化
の
発
展
を
支
え
る
な
ど
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、御
正
体
山
、今
倉
山
な
ど
１
，０
０
０
ｍ
級
の
急
峻
な
山
脈
を
越
え
る

峠
道
で
、
土
砂
崩
落
等
の
危
険
性
か
ら
、
降
雨
時
に
は
通
行
規
制
が
あ
る
な
ど
、
地
域

住
民
の
生
活
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
の
が
現
状
で
、
こ
の
改
善
は
急
務
で
す
。

ま
た
、
近
年
、
道
志
村
を
縦
貫
す
る
国
道
４
１
３
号
の
整
備
が
進
み
、
京
浜
地
区
か

ら
富
士
山
・
富
士
五
湖
地
域
に
向
か
う
観
光
ル
ー
ト
と
し
て
、
利
用
者
が
飛
躍
的
に
増

加
し
て
お
り
、
本
路
線
を
整
備
（
ト
ン
ネ
ル
化
）
し
、

国
道
１
３
９
号
及
び
中
央
自
動
車
道（
都
留
イ

ン
タ
ー
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
強
化
を
図
る
こ

と
は
、都
留
市
を
は
じ
め
と
す
る
県
東
部

地
域
全
体
へ
の
経
済
的
波
及
効
果
を
考

え
る
と
、
喫
緊
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
加
え
て
、
本
路
線
及
び
国
道

１
３
９
号
・
４
１
３
号
は
、
緊
急
時
輸
送

道
路
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
本
路
線
を

富
士
山
噴
火
、
東
海
沖
地
震
等
の
緊
急
時
に
備

え
、
避
難
路
及
び
物
資
輸
送
路
と
し
て
の

機
能
を
有
す
る
防
災
ト
ン
ネ
ル
と
し
て
整

備
す
る
こ
と
は
、
地
域
住
民
の
安
心
安
全

な
暮
ら
し
を
創
る
う
え
で
必
要
不
可
欠

で
、
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
公
益
的
な
責

務
で
も
あ
り
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
域
が
一
体
と
な

り
、国
と
地
方
の
役
割
分
担
に
基
づ
き
、地

方
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
ま
っ
と
う
す
る

覚
悟
の
も
と
、
整
備
促
進
に
つ
い
て
国
・

県
な
ど
の
関
係
機
関
に
働
き
か
け
を
行

い
、
早
期
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
｢主
要
地
方
道
都

留
道
志
線
道
坂
ト
ン
ネ
ル
建
設
期
成
同
盟

会
｣を
設
立
し
ま
す
。

平成26年12月１日（２）

役職名　　  公 職 名　　　     氏　名
会　長 道志村長 長田　富也

副会長 都留市長 堀内　富久

理　事 都留市議会議長 杉本　光男

〃　 道志村議会議長 山口　博康

監　事 都留市議会副議長 清水　絹代

〃　 道志村議会副議長 杉本　秀明

参　与 山梨県議会議員 渡辺　英機

〃　 山梨県議会議員 白壁　賢一

〃　 山梨県議会議員 杉山　　肇

〃　 山梨県議会議員 水岸富美男

〃　 富士・東部建設事務所長 鈴木　洋一

〃　 富士・東部建設事務所吉田支所長 高井　達也

主
要
地
方
道
都
留
道
志
線

道
坂
ト
ン
ネ
ル
の
実
現
に
向
け
て

【
主
要
地
方
道
都
留
道
志
線
道
坂
ト
ン
ネ
ル

建
設
期
成
同
盟
会
設
立
の
趣
旨
】

期成同盟会役員（敬称略）
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農業用廃プラスチック収集について

農業用廃プラスチック
回収分類表

農ビ・ポリ・クサビ・肥料袋・育苗箱・苗ポット・ポリ花鉢など

分類Ⅱ

分類Ⅰ
防鳥ネット等・マルチ類・ブルーシートなど　
※農協から処理代として回収袋（１袋 500 円）を事前に購入して
ください。回収袋に入れてないものについては収集いたしません。

農業用廃プラ（使用済みのマルチビニールやポリフィルムなど。）は、「廃棄物の処理および清掃等に
関する法律」によって排出者である農家自らの責任において処理することが義務づけられています。

この法律では、農業用廃プラをみだりに捨てたり、野焼きをしたりすると罰せられます。道志村では、
これまでも農業用廃プラの再利用を目的に収集しており貴重な資源のリサイクルに寄与しております。

次の注意事項をよく読んでルールを守りご協力ください。（分類 Ⅱについては有料の専用回収袋が必
要となります。）

◎農業用廃プラは、役場前収集場所に指定日の 午前 7 時～10 時まで に出してください。それ以外の時間に
は出さないでください。

◎廃プラは、塩化ビニール、ポリエチレン系などの性質が違うので、種類ごとに分別して束ねてください。処
理機械の故障の原因となりますので、土砂は除去し、ゴミや金物などの異物は絶対に入れないでください。

◎梱包（荷造り）する時、分類 Ⅰは１０～１５kg 程度にして、２箇所又は十字にヒモで結束してください。
分類 Ⅱについては、農協で回収袋を購入して入れて出してください。

▶ 収集場所：役場前 ▶ 収集日：１２月１２日㈮ 午前７時～午前 10時
▶ 次回収集予定：翌年 7月頃を予定しています 収集日以外には絶対に出さないでください！！

お問合せ：道志村役場　産業振興課　農政担当 ☎０５５４−５２−２１１４

平成 26 年度  道志村職員採用試験案内
道志村では、平成27年４月１日採用の職員採用試験を次のとおり実施します。

職　　種

募集職種 欠格事項

試験案内・申込書

保育士 １名
・昭和60年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者
・保育士の資格を有し、保育士登録をしていること

（平成27年３月末時点で資格取得及び登録見込の場合を含む）
・道志村内在住者又は採用後道志村内に在住できる者

・日本国籍を有しない者 
・成年被後見人及び被保佐人
（準禁治産者を含む） 

・禁錮以上の刑に処せられ、そ
の執行を終わるまで又はその
執行を受けることがなくなる
までの者 

・道志村において懲戒免職の処
分を受け、当該処分の日から
２年を経過しない者 

・日本国憲法又はその下に成立
した政府を暴力で破壊するこ
とを主張する政党その他の団
体を結成し、又はこれに加入
した者

平成 26 年 12 月２日（火）から役場にて配布します。

受付期間

試験案内

※窓口受付 役場総務課職員担当まで提出してください。
平成26年12月２日（火）～12月17日（水）（土・日を除く）
午前８時30分～午後５時15分まで

※インターネット受付 道志村役場H.Pからやまなしくらし
ねっとで受付できます。
平成26年12月２日（火）～12月10日（水）午後５時15分まで

※郵送受付
平成26年12月17日の消印まで有効　　　送付の際、朱書きで
『職員採用申込書在中』と記載し、書留郵便で送付。

第１次試験

第２次試験

平成 27 年１月 25 日（日）道志村役場　２階会議室
試験方法：専門試験、事務適性検査、一般性格診断検査
合格発表：平成 27 年２月初旬

平成 27 年２月中旬（第１次合格者のみ）
試験方法：論述試験、口述試験
合格発表：平成 27 年３月上旬

※採用試験のお問い合わせは・・・道志村役場総務課（☎ 0554 ー52 ー2111）まで



村営住宅入居者募集のお知らせ
池の原団地（道志中学校裏）の４戸が空室になりましたので、入居を希望する方は道志村役場産業

振興課建築住宅担当までお申し込みください。

※家賃は、入居を希望される世帯全員の所得金額等により決定します。　※村営住宅では、犬・猫等のペットを飼うことは出来ません。　
※敷金として家賃の３ヵ月分を納入していただきます。

平成26年12月１日（４）

１．入居資格
①現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者その他婚姻の予約者を含む。）があること。
②公営住宅法で定める収入基準に該当するものであること。
③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
④村内に住所又は勤務場所を有する者であること。

２．申込時に必要な書類
①入居申込書・・・第１号様式（第２条関係）　　②住民票の謄本（続柄が記載されたもの）
③入居希望世帯全員の所得がわかる書類　　　　　④収入申告書　　　　　⑤納税証明書　

○平成26年度（平成25年分）の所得証明書

３．選考方法
申込者が複数いる場合は、入居希望世帯全員の所得金額等と住宅の困窮度等または、公開抽選に

より入居者を決定します。

４．問い合わせ・申込先
道志村役場　産業振興課　水源の郷振興グループ　建築住宅担当　☎ 0554-52-2114

道志村では、「特設人権相談所」を
開設いたします。

●日　時：平成26年１２月４日（木）
午前10時から12時まで

●場　所：やまゆりセンター１階

人権問題でお困りの方は、お気軽に最寄りの法務
局又は人権擁護委員にご相談ください。相談は
無料で、秘密は厳守します。

・0570-003-110（みんなの人権110番）
・0120-007-110（子どもの人権110番）
・0570-070-810（女性の人権ホットライン）
・055-252-7239（甲府地方法務局人権擁護課）
・0554-22-0799（甲府地方法務局大月支局）

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」
で
す
。
こ
の
「
人
権
デ
ー
」
は
、

昭
和
23
年
の
国
際
連
合
総
会
に
お
い
て
世
界
人
権
宣
言
が
採

択
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
設
け
ら
れ
た
日
で
、今
年
は
そ
れ

か
ら
66
年
目
と
な
り
ま
す
。

甲
府
地
方
法
務
局
及
び
山
梨
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
、各

市
町
村
で
は
、
本
年
も
12
月
４
日
（
木
）
か
ら
同
月
10
日
（
水
）

ま
で
の
１
週
間
を
「
第
66
回
人
権
週
間
」
と
し
て
、
地
域
の
皆

様
に
人
権
の
尊
重
を
呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。

「
世
界
人
権
宣
言
」の
意
義
を
考
え
、お
互
い
の
人
権
を
尊
重

し
て
明
る
い
社
会
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。小
さ
な
こ
と
で
も
一

人
一
人
が
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
れ
ば
、お
互
い
の
人
権
を
守

る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「
第
66
回
人
権
週
間
」
の
お
知
ら
せ

場　　所 団地名 戸の位置 構　造 床面積 部　屋 備　考

道志村7672番地の2 池の原 ●Ｂ棟１号室　●Ｂ棟２号室
●Ｂ棟３号室　●Ｃ棟１号室

RC
3階建

59.09㎡
(17.9坪)

3DK
トイレ･UB 築25年
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◎ 確定申告書等の作成について
★国税庁ホームページで確定申告書等の作成ができます。

所得税及び復興特別所得税の確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書
消費税等の確定申告書・贈与税の申告書

○ 国税庁ホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書データについて
は、電子証明書を添付して、e-Tax（国税電子申告・納税システム）で送信できます。

○　「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、プリントアウトして、そのまま税務署に
提出できます。

○　国税庁ホームページでは、確定申告書のほかにも税務手続に関する申請・届出書様式を掲
載していますので、是非ご利用ください。

○　e-Tax をご利用いただくためには、事前の手続が必要です。詳しくは国税庁ホームぺージを
ご覧ください。

◎ 確定申告書等を郵便等で提出される方へ
○ 郵便等で提出される方は、封筒に、ご自分の住所・氏名をお書きください。
○ 確定申告書等の「控え」に税務署の受付印が必要な方は、控えに住所、氏名等をボールペンで記

載の上、所要額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
○ 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に該当しますので、郵便又は信書便で送付してくだ

さい。
この場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなすことになりますが、郵便又は信書便以

外（ゆうパックや宅配便等）で送付した場合は、税務署に到達した日が提出日となりますので、ご注
意ください。

確定申告のお知らせ

【大月税務署の申告書作成会場設置期間】
期　間 平成27年2月12日（木）～平成27年3月31日（火）※土、日及び祝日を除く
時　間 受付　午前８時30分～（提出は午後５時まで）
相　談 午前９時～午後５時まで

◆会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがありますので、なるべくお早めにお越しください。
◆上記期間以外に来署された場合、長時間お待ちいただくこととなりますので、上記期間中にお越しください。
◆平成27年1月5日（月）から作成済みの還付申告書の提出を受け付けています（土、日及び祝日を除きます）。

〔 〕が作成可能

平成 26 年分の

申告・納税の

期 限 は

所得税及び復興特別所得税

贈 与 税

個 人 事 業 者 の
消費税及び地方消費税

３月16日（月）まで

３月16日（月）まで

３月31日（火）まで

大月税務署
〒401-8502　大月市御太刀 2-8-10　大月地方合同庁舎　　☎ 0554−22−3151
※上記に電話していただくと、「電話センター」につながりますのでその後は自動音声案内に従ってください。
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平成27年１月から70歳未満の方の
高額療養費制度の限度額が変更されます

所得区分 年３回目まで 年４回目以降☆

上位所得者�※1

１５０,０００円
（医療費が 500,000 円を
超えた場合は、超えた分

の 1％を加算）

８３,４００円

一　般
８０,１００円

（医療費が 267,000 円を
超えた場合は、超えた分

の 1％を加算）

４４,４００円

住民税非課税世帯 ３５,４００円 ２４,６００円

高額療養費制度の限度額について
１ヶ月に支払った医療費の一部負担金が自己負担額を超えたとき、超えた分が「高額療養費」と

して支給されます。
平成２７年１月から、７０歳未満の方の高額療養費の限度額が変更になります。低所得者に配慮し

た上で、負担能力に応じた限度額が設定されます。

７０歳未満の方の自己負担限度額（月額）
【平成２６年１２月まで】

☆過去 12 か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が、
4 回以上あったときの 4 回目以降の限度額　

※1 上位所得者とは、基礎控除後の「総所得金額等」が
600 万円を超える世帯

所得区分が細分化

【平成２７年１月から】

※2　基準総所得金額＝前年の総所得額等−基礎控除
３３万円

申請を忘れないようにしましょう！
複数の方や複数の病院、また外来＋入院で限度額

を超えた場合など、高額療養費は申請することによ
って、支給される場合があります。該当者には通知を
しますので、必ず申請してください。ご不明な点は国
保担当窓口にお問い合わせください。また、該当する
月から２年を過ぎると申請できませんのでご注意く
ださい。

住民健康課　国保担当　☎５２−２１１３（直通）

所得区分 年３回目まで 年４回目以降☆

基準総所得金額※2
901 万円超

２５２,６００円
（医療費が 842,000 円を
超えた場合は、その超え

た分の 1％を加算）

１４０,１００円

基準総所得金額※2
600 万超
901 万円以下

１６７,４００円
（医療費が 558,000 円を
超えた場合は、その超え

た分の 1％を加算）

９３,４００円

基準総所得金額※2
210 万超
600 万円以下

８０,１００円
（医療費が 267,000 円を
超えた場合は、その超え

た分の 1％を加算）

４４,４００円

基準総所得金額※2
210 万円以下 ５７,６００円 ４４,４００円

住民税非課税世帯 ３５,４００円 ２４,６００円

国 民 健 康 保 険 か ら の お 知 ら せ

所得区分
外来（個人単位）

外来+入院（世帯単位）

現役並み所得者
※3

４４,４００円

８０,１００円
〇医療費が、267,000 円を超

えた場合は超えた分の 1％
を加算

〇過去１２か月以内に限度額
を超えた支給が４回以上
あった場合、４回目以降は
44,400 円

一　般 １２,０００円 ４４,４００円

低所得者Ⅱ ８,０００円 ２４,６００円

低所得者Ⅰ ８,０００円 １５,０００円

７０歳以上７５歳未満の方の自己負担限度額（月額）
（変更はありません）

※3　同じ世帯に住民税課税所特１４５万円以上の７０歳
以上７５歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合

窓口での支払いが限度額までとなるとき
外来でも入院でも個人単位での医療機関の支払いは限

度額までとなります。ただし、限度額は所得区分により
異なるため、「限度額適用認定証」の提示が必要な方
がいます。

認定証の提示が必要な方
● 70 歳未満の方
● 70 歳以上 75 歳未満の低所得 Ⅰ・Ⅱの方



（７）

これまで、公的年金※ を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成 26 年 12 月
以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになり
ます。児童扶養手当を受給するためには、道志村役場住民健康課での手続きが必要です。

※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合等

＜参考：児童扶養手当の月額＞�（平成２６年４月～）
・子ども１人の場合 全部支給：４１,０２０円　

一部支給：４１,０１０円～９,６８０円（所得に応じて決定されます）
・子ども２人以上の加算額 ２人目：５,０００円、３人目以降１人につき：３,０００円

※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、道志村役場住民健康課へご相談ください。

支給開始日
◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童

扶養手当を受給できなかった方のうち、平成２６年１２月１日に支給要件を満たしている方が、平成２７年
３月までに申請した場合は、平成２６年１２月分の手当から受給できます。

◆平成２６年１２月～平成２７年３月分の手当は、平成２７年４月に支払われます。

問い合わせ先 詳しくは下記までお問い合わせください。
道志村役場　住民健康課　住民福祉係　☎０５５４−５２−２１１３

平成 26 年 12 月１日から

「児童扶養手当法」の一部が改正されます
大切なお知らせです！
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道志村では平成27年４月1日から保育所を利用するお子さんを募集しています。つきまして
は、申請期限までに必要な書類を記入の上、道志村役場　住民健康課まで提出ください。

❶. 保育所とは

保護者がともに仕事をしている、病気を患っているなどのために、お子さんの保育が家庭で
十分出来ない児童を保護者にかわって集団で保育することです。

❷. 入所基準

● 就労………………家庭内外で１月につき４８時間以上就労していること。
● 妊娠・出産等……妊娠中、出産後間がないこと。
● 疾病・障害等……保護者の病気や負傷、または身体等に障害があること。
● 病人の看護等……家庭内に長期にわたる病人や、身体に障害のある人がいるため、保護者がいつも

看護に当たっていること。
● 災害復旧…………震災、風水害等の災害の復旧に当たっていること。
● 求職活動…………求職活動（起業活動を含む）を継続的に行っていること。
● 就　　学…………就学や職業訓練等を行っていること。
● 虐待のおそれ……虐待・ＤＶを受けているおそれがあること。
● 育児休業…………育児休業取得時に既に保育を利用していること。
● その他上記に類するような特別な状態であること。

❸. 入所期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

❹. 保 育 料 保育料は、平成27年３月頃に決定する予定となっています。

❺. 申請期間 平成26年12月１日（月）～平成26年12月24日（水）

❻. 申請に必要な書類

● 支給認定申請書（１枚）
● 保育所入所申込書（１枚）
● 入所児童健康申告書（１枚）（継続して入所する場合は不要）
● 口座振替依頼書（１枚）（継続して入所する場合は不要）
● 保育の必要性を証明するもの

（１）勤務・内職証明書（父母１枚ずつ）
（２）自営業証明書（父母１枚ずつ）
（３）保育の必要性の申立書（父母１枚ずつ）

※申請書類は、道志村役場　住民健康課にあります。

❼. 申請場所 道志村役場　住民健康課
ご不明な点がございましたら、

児童福祉担当 ☎０５５４−５２−２１１３までご連絡ください。

保育所入所申請のご案内平成27年度
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道志村では平成２７年４月1日から学童保育所を利用するお子さんを募集しています。つきましては、申請期
限までに必要な書類を記入の上、住民健康課まで提出ください。

❶．学童保育とは 小学校１年生～６年生までの両親が労働等により、児童の放課後や学校休業日に保育できな
い保護者に代わって集団で保育をする場所です。

❷．入所対象児童および定員 小学校１年生～小学校６年生　４０名程度

❸．入所基準 ● 就労………………家庭内外で就労していること。
● 妊娠・出産等……妊娠中、出産後間がないこと。
● 疾病・障害等……保護者の病気や負傷、または身体等に障害があること。
● 病人の看護等……家庭内に長期にわたる病人や、身体に障害のある人がいるため、保護者が

いつも看護に当たっていること。
● 災害復旧…………震災、風水害等の災害の復旧に当たっていること。
● その他上記に類するような特別な状態であること。

❹．入所期間 平成２7年４月１日～平成２8年３月31日

❺．開所場所 集いの家（馬場地区）

❻．開所時間・休所日 ・平日（学校登校日）…放課後～１７時３０分（延長保育あり）
・休所日は土・日・祝日・お盆休み・年末年始等

❼．保 育 料 月額 ３,０００円（別途、おやつ代がかかります。）

❽．申請期間 平成２６年１2月１日(月)～平成２６年１2月24日(水)

❾．申請に必要な書類 ● 学童保育所入所申請書　(１枚)
● 保育ができないことを証明するもの（保護者の事情に応じて父母１枚ずつ）

（勤務証明書、自営業証明書、保育に欠けることの申立書）
● 誓約書　　　　  （１枚）
● 口座振替依頼書  （１枚）（継続して入所する場合は不要）
● 保険証のコピー  （１枚）
※申請書類一式は、住民健康課にてお渡しします。

❿．申請場所 道志村役場住民健康課　☎０５５４−５２−２１１３

平成２7 年度　道志村学童保育所
入所児童を募集します

学童保育所では指導員を下記の通り募集しています。
●資　　格 保育士・小学校教諭等の資格を持っている方や未経験の方
●就業期間 ・平成２７年４月１日（水）から働ける方

休所日【土・日・祝日・お盆休み・年末年始等】
●就業時間 ・平　　　日…１５時～１８時

・長期休暇等…   ８時～１８時（交代制）
●賃　　金 ・保育士等資格保持者…時給９００円～　・無資格者…時給８００円
●申込期間 ・平成２６年１２月１日（月）～平成２６年１２月２４日（水）
●申込場所 道志村役場　住民健康課　　　☎０５５４−５２−２１１３

学 童 保 育　指 導 員 募 集
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12／８

12／15

12／22 12／23
天皇誕生日

12／24
乳児健診

14時～15時30分

12／21

12／９
午前：胃カメラ

12／２
午前：胃カメラ

12／28
年末年始

１／３
年末年始

12／26
研修のため休診

12／17

12／29
年末年始

12／27
年末年始

・月始めには保険証の提出をお願いします
・火曜日は9時半～10時半ころまで胃カメラ検査になります
・検診日は医師不在の時間があります
・木曜日午後の診療は3時30分までの受付となります

12／４12／１

12／1812／16
午前：胃カメラ

１／２
年末年始　

１／１
年末年始

12／12
研修のため休診

11／30 12／５
研修のため休診

12／６
学会のため休診

12／３

12／1112／７ 12／13
災害医療研修

12／10

12／14 12／19
研修のため休診

12／20
午前中のみ診察

12／25

12／31
年末年始

12／30
年末年始

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

１２月の予定

・診療所に新しい超音波装置が導入されます
・年末年始の休診について

道志村診療所では、12月中旬に新しい超音波装置（エコー）の

機械が導入される予定です。今までは10年前の古い装置であっ

たため、当診療所でのエコー検査はほとんど行っていませんでし

た。今回装置の更新に伴い当診療所でも積極的にエコー検査を行っ

ていく予定です。主に甲状腺、腹部、心臓について超音波検査が可能

です。健康診断や人間ドック等でエコー検査を行っていらっしゃる方は特に検査を受

ける必要はありません。

12月の診療所の予定についてですが、学会や災害医療の研修へ参加するため、土曜

日にお休みをいただくことがあります。また暦の関係上、年末年始は12月26日から

１月４日まで、１週間以上診療所が休診となります。ご不便をおかけしてしまいます

が、あらかじめ休診日ご確認の上、お越し下さいますようお願い申し上げます。

診 療 所 だ よ り
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お 知 ら せくらしの情報 お 知 ら せお 知 ら せ
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」

講
師
　
栄
養
士
　
古
谷
け
い
子

内
容
　
「
離
乳
食
・
幼
児
の
食
事
作
り
」

◎
ひ
と
足
早
い
ク
リ
ス
マ
ス
会

日
時
　
12
月
11
日
（
木
）

10
時
〜
14
時

場
所
　
善
之
木
コ
ミ
セ
ン
「
い
こ
い
」

持
物
　
お
子
さ
ん
へ
の
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ

ゼ
ン
ト

◎
親
子
の
絆
を
強
め
、

自
然
な
運
動
発
達
を
促
し
ま
す
！

日
時
　
12
月
18
日
（
木
）

10
時
〜
12
時

場
所
　
善
之
木
コ
ミ
セ
ン
「
い
こ
い
」

講
師
　
運
動
士
　
石
倉
秀
子

内
容
　
ベ
ビ
ー
ビ
ク
ス

＊
村
内
の
お
母
さ
ん
達
で
楽
し
く
交
流
し

ま
し
ょ
う
。
育
児
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
お
願

い
し
て
あ
り
ま
す
。

◆
お
問
合
せ

住
民
健
康
課

保
健
師
（
伯
耆
）

☎
０
５
５
４
‐
52
‐
２
１
１
３

■
第

４１
回
道
志
村
ス
キ
ー
教
室
の
開
催

運
動
不
足
に
な
り
が
ち
な
冬
季
に
、
ス

キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
を
通
し
て
心
身
の

鍛
錬
を
は
か
り
技
術
の
向
上
と
相
互
の
親

睦
を
深
め
る
為
に
、
ス
キ
ー
教
室
を
開
催

い
た
し
ま
す
の
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
　
時
　
平
成
27
年
１
月
４
日
（
日
）

道
志
村
５
時
出
発

場
　
所
　
長
野
県
し
ら
か
ば
２
in
１

ス
キ
ー
場
（
予
定
）

参
加
料
　
２
０
０
円
（
一
日
保
険
代
）

募
集
人
員
　
30
名

別
途
料
金
　
貸
し
ス
キ
ー
・
ボ
ー
ド
、

ウ
ェ
ア
ー
（
必
要
な
場
合
）

申
込
み
　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
参
加
料
を
添
え
て
12
月
15
日
（
月
）

ま
で
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

◆
お
問
合
せ
・
申
込
み

教
育
委
員
会

社
会
体
育
係

☎
52
‐
１
０
２
０

■
１２
月
の
「
歌
の
会
」
に
つ
い
て

福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て「
歌
の
会
」を

開
催
し
て
い
す
。
ピ
ア
ノ
の
演
奏
を
聴
い

た
り
、
演
奏
に
合
わ
せ
て
昭
和
の
ヒ
ッ
ト

曲
や
童
謡
な
ど
心
懐
か
し
い
歌
を
唄
っ
た

り
し
て
い
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
い
で
下
さ
い
。

◎
12
月
の
「
歌
の
会
」
の
日
程
に
つ
い
て

２
日
㈫
、
４
日
㈭
、
８
日
㈪
、
10
日
㈬
、

イ
ベ
ン
ト

労
働

医
療

子
育
て

山火事に注意！！！
空気が乾燥して山火事の発生しやすい季節となりました。

山仕事や登山・ハイキングなどで野山に入られる方。森林の
そばで農作業・工事などを行っている皆様、山火事防止につ
いてご協力をお願いします。

・歩きながらの喫煙、タバコの投げ捨ては、火事の原因
になるのでやめましょう。

・枯草周辺、風がある日のたき火は、火事の原因となり
ますのでやめましょう。

・野外での火の取扱いには充分注意しましょう。



ガーデンシクラメンを寄贈していただきました
「花屋かと吉」を経営する、板橋の加藤正三さんから、道

志小・中学校の子どもたちにガーデンシクラメンを寄贈
していただきました。

『村民の皆様に花を楽しんでもらえたら』という思いか
ら今回、約３００株を寄贈していただき、各家庭で大切に育
てられています。

寒さに強いガーデンシクラメンが村の中に彩りを与え
てくれています。ありがとうございました。

囲炉裏de婚活　～まずはお友達から～

美しい色合いです

10月29日（水）から11月3日（月）までの間、やまゆりセンターで
開催しました。展示の部では、６団体と32名の方々の協力をいただき
絵画・華道・菊・クラフト・写真・手芸・木工品・彫刻品・吊るし
雛・結び紐などを展示しました。

発表の部は、11月2日（日）に７団体が大正琴・舞踊・伝統芸能等
の発表を行いました。開催期間中、約２００名が訪れ、文化に関心と
理解を深め、芸術の秋を五感で感じることができました。

第5回  やまゆりセンターまつり

各大会でも大活躍の円空会！！

優雅なフラダンスは、心も温かくなります。 川原畑の神楽は伝統芸能そのものです
センター入口を華やかに飾る

色とりどりの菊

議会及び結婚相談員は、１年前から準備を進めてきた「婚活イ
ベント」を11月23、24日に行い、村内外から32名が参加しました。

婚活de八ヶ岳推進委員会のスタッフの進行で、午前は久保吊
り橋から野原吊り橋までのハイキング。北の勢堂で囲炉裏を囲ん
でしし鍋・鮎の塩焼きの昼食。午後は、北の勢堂から道の駅まで
遊歩道をハイキングしながらペアーを入れ替えてのおしゃべり
で道志村をおもいっきり楽しんでいただきました。イベント最後
に、印象に残った方やもっと話をしてみたい方を選んでいただく
マッチングタイムでは、驚きの９組のカップルが誕生しました。

今回の企画は参加者からも好評をいただきました。今回参加できなかった方、次回お待ちしております。
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池
谷
茜
理
乃

あ

か

り

の

ち
ゃ
ん
（
西
和
出
村
地
区
）

平
成
25
年
10
月
９
日
生

父
  譲
さ
ん
　
母
  ま
す
み
さ
ん

慶

弔

お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す（
死
亡
）

川
原
畑
　
佐
藤
　
春
美
さ
ん
 56
才

（
10
月
届
出
）

１
才
に
な
っ
た
よ
♪

歌
と
踊
り
が
大
好
き
♥

学 校 だ よ り

頑張った都留支部新人体育大会
これまで３年生に支えられてきた1.2年生が、初めて公式戦と

して出場した新人戦。道志中らしい集中力と勝利への気迫が感
じられました。

今年も咲いた菊の大輪
神地地区の山口一成さんの指導を

うけ、今年も３年生が菊を栽培しま
した。春から栽培を始め、輪台の取り
付けで仕上げ作業。鮮やかな菊が見
事に校舎の玄関に並びました。

親子で聞いた人権の話　講師：田辺久美子さん

授業参観終了後、親子で人権について考える人権教室を行いまし
た。今回は『いじめ問題』を取り上げ、いじめ防止につて考えました。
人権は人に平等にあるもので、大切な権利です。親子で考える良い機
会になったと思います。

ソフト部、卓球部は県大会へ
出場。健闘してきました。

ご協力いただきました皆さま本当にありがとうございました。

強歩大会!!　秋晴れの道志を軽快に走る！！
中学校をスタートし、旧善之木小までの往復を全力で走りぬ

きました。多くのご声援をいただき、生徒の励みになりました。
男子成績��１位��山口智也（2年）　女子成績��１位��佐藤里保（2年）

２位��菅谷駿介（2年）　　　　　��２位��池谷真朋（1年）
３位��水越哲哉（3年）　　　　　��３位��菅谷保乃夏（3年）

●野球部…準優　●ソフト部…準優勝　●卓球部団体…優勝　
●卓球部個人…１位��杉本類斗（2年）２位��菅谷駿介（2年）

３位��堀内隼人（2年）


